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第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組 

７．安全で安心な暮らしの実現 

（２）資源・エネルギー、環境対策 

② 環境対策 

○気候変動の脅威に対する世界全体の取組として、パリ協定の下、

「地球温暖化対策計画」に基づき、経済成長と国内の温室効果ガス

の大幅な排出削減を両立させる。2019 年のＧ20 の議長国として、

環境と経済成長との好循環を実現し、世界の脱炭素化を牽引する

との決意の下、成長戦略として、パリ協定に基づく温室効果ガス低

排出型の経済・社会の発展のための長期戦略を策定する。 
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